
やむを得ないケース
申請者ご本人がお越しになれないことを証明する書類

成年被後見人
登記事項証明書

被保佐人、被補助人
登記事項証明書と代理行為目録

中学生以下
生年月日が記載されている本人確認書類

高校生・高専生
学生証、在学証明書

75歳以上
委任状（交付通知書裏面委任状欄余白に外出困難である旨を記載）

長期入院者
入院診療計画書、領収書、診療明細書、病院長が作成する顔写真証明書

障害者

障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証

施設入居者
施設長が作成する顔写真証明書

要介護・要支援認定者 介護保険被保険者証、認定結果通知書、

ケアマネジャー及びその所属する事業者の長が作成する顔写真証明書

妊婦

母子健康手帳、妊婦健診を受診したことが確認できる領収書、受診券

海外留学

査証のコピー、留学先の学生証のコピー

※一覧以外の理由でやむを得ずご本人がお越しになれない場合は、お住まいの区の区役所戸籍課登録担当までお問い合わせください。

Ａ区分の本人確認書類
マイナンバーカード※1運転免許証運転経歴証明書（平成24年4月1日以降に発行されたもの）

在留カード（顔写真つき）特別永住者証明書（顔写真つき）
旅券（パスポート）住民基本台帳カード（顔写真つき）
身体障害者手帳精神障害者保健福祉手帳愛の手帳（療育手帳）一時庇護許可書仮滞在許可書Ａ区分の本人確認書類として使用できるの

は、上記の書類のみです。※1 更新等の新しいマイナンバーカードの

受け取りで、申請者ご本人が来庁して

いる場合に限り、有効期限切れの古い

マイナンバーカードもＡ区分の本人確

認書類として使用することができます。

※２ 様式はwebページからダウンロード

してください。作成にあたっては条件が

ありますので、ご注意ください。

B区分の本人確認書類

Ａ区分の書類の仮証明書

Ａ区分の書類の引換証類

在留カード（顔写真なし）

特別永住者証明書（顔写真なし）

健康保険被保険者証

介護保険被保険者証

後期高齢者医療被保険者証
医療受給者証

診察券（氏名が漢字で記載され、生年月日又は住所入りに限る）

各種年金証書

生活保護受給者証

児童扶養手当証書

特別児童扶養手当証書

母子健康手帳

自立支援医療受給者証

官公署の職員証（生年月日又は住所入りに限る） 社員証（生年月日又は住所入りに限る）

学生証（生年月日又は住所入りに限る）
海技免状

電気工事士免状

無線従事者免許証

動力車操縦者運転免許証

運行管理者技能検定合格証明書

猟銃・空気銃所持許可証

特種電気工事資格者認定証

認定電気工事従事者認定証
耐空検査員の証

航空従事者技能証明書

宅地建物取引士証

船員手帳

戦傷病者手帳

教習資格認定証

検定合格証

病院へ入院・施設へ入所している方の個人番号カード顔写真証明書※2

在宅で保健医療・福祉サービスを受けている方の個人番号カード顔写真証明書※2

15歳未満の方の個人番号カード顔写真証明書※2

その他氏名・生年月日又は氏名・住所と発行者の表示があるもの

（事前に区役所戸籍課までご相談ください）

主な代理受け取りが認められる理由とその必要書類

本人確認書類一覧（コピー不可）




